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令和７年度 第８回杵築市農業委員会総会議事録 

令和７年１１月５日 水曜日 午後１時３０分 杵築市農業委員会総会を 杵築十王教育文化会

館２階会議室に招集した。 

１．総会に出席した農業委員は次のとおりである。 

1番 宇留嶋 雄 蔵 2番 長 友 礼 子 3番 藤 原 洋 三 

4番 小 野 弘 文 5番 田 坂 圭 司 6番 阿 部 正 俊 

7番 古 宮 輝 美 8番 永 野   恵 9番 河 野 秀 徳 

10番 岩 尾 一 也 11番 藤 松 美 潮 12番 廣 石 良 幸 

13番 松 田   司 14番 木 村 房 雄   

１．総会に欠席した委員は次のとおりである。 

 

１．総会に参加した農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

河 村 全 明 緒 方 幸 茂 工 藤 健 司 川 野 勝 彦 

杉 本 幸 雄 片 岡 正 子 藤 崎 公 徳 荒 巻 良 直 

三 浦 政 己 川 﨑 孝 子 古 宮 政 俊 加 藤 定 一 

甲 斐 義 信 伊 藤 美 生 宮 本 達 夫 豊 田 健 二 

野 田 由 紀 三 浦 真 治   

１．総会に出席した事務局員は次のとおりである。 

事務局長 佐 藤 敬 一 次長兼農地・管理係長 中 根 幹 雄 

農地・管理係主査 梶 原 由 紀 子 農地・管理係主査 阿 部 貴 之 

    

１．総会に提出された議事案件は次のとおりである。 

議案第 ３３ 号 農地法第３条の申請について 

議案第 ３４ 号 農地法第５条の申請について 

議案第 ３５ 号 非農地証明願いについて 

議案第 ３６ 号 農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について 

報告第  ７ 号 
農地法第１８条第６項の規定による賃貸借権並びに 

使用貸借権の解約受理について（合意解約） 
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議長 それでは、令和７年度第８回杵築市農業委員会総会を開会いたします。 

 （１３：３５開始） 

議長 本日の議事録署名委員を農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により、１２番、廣石良幸

委員、３番、藤原洋三委員の両委員を指名いたします。続きまして、会議書記の指名であります

が、書記については事務局職員より中根次長並びに阿部主査を指名いたします。 

議長 本日の議事案件は、議案第３３号から議案第３６号までの４議案１５件と報告事項が提出され

ています。慎重審議をお願いします。 

議長 まず、はじめに「議案第３３号」「農地法第３条の申請について」を議題といたします。１番

について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 事務局の阿部です。よろしくお願いします。 
議案書１ページをお開きください。 

「議案第３３号」農地法第３条の申請について 
農地法第３条第１項及び同施行令第１条により、下記のとおり許可申請があったのでこれを許

可することについて意見を求める。 
ア.所有権の移転。番号１番、申請人、譲渡人、杵築中区、大畑伸二、７２歳。譲受人、大分

市、宇都宮定見、７３歳。申請の土地、大字片野字宮ノ前、地番１１５番、地目、台帳現況とも

に田、地積１，２１０㎡、合計１筆の１，２１０㎡。譲受人の経営面積は田・畑合わせて１７．

１ａ。理由は、離農のため、相手方の要望です。 

以上です。 

議長 １番について、杉本幸雄農地委員より説明願います。 

杉本委員 現在の耕作は近隣の人がやっています。譲渡人と譲受人はいとこ同士です。現地の状況は今か

ら使える状態でした。審議をお願いします。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。離農により農地の管理が困難な譲渡人と、申請地近隣に実家のある譲受人との

間で、売買の話がまとまったため、申請となりました。譲渡人の父親と譲受人の母親が兄妹で、

兄から、妹である譲受人の母親が耕作を任されていたが、亡くなったために息子である譲渡人が

耕作を母親に変わり任されました。取得後は、申請地近隣の実家に頻繁に帰り、母親の代から共

に耕作していただいていた方と一緒に、引き続き水稲を耕作することから、今回の農地取得にあ

たり、耕作及び管理については問題ありません。 
許可条件ですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号１番です。不許可の要件に該当す

る項目はありません。 
以上のことから、宇都宮定見さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許

可の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、２番について、事務局の説明を求めます。 
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阿部主査 番号２番、申請人、譲渡人、別府市、本田壽徳、６５歳。譲受人、山香田居区、竹林新、７４

歳。申請の土地、大字広瀬字二ノ尾、地番３５７１番１、地目、台帳現況ともに田、地積５，２

２３㎡、他１筆、合計２筆の５，２９１㎡。譲受人の経営面積は田畑合わせて１０４．１ａ。理

由は、市外在住のため、相手方の要望です。 
以上です。 

議長 ２番について、加藤定一農地委員より説明願います。 

加藤委員 申請者は市外在住で、申請地は以前から譲受人の竹林さんが管理しており、今回の所有権移転

となりました。譲受人は以前から地元で農業をしており、問題ないと思います。 

議長 ２番について、松田司農業委員よりご意見があればお願いします。 

松田委員 譲受人は地元では地域のリーダーとして共同防除等を行っています。以前から譲渡人の土地の

管理等をしていた人なので、問題ないと思います。 
議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。相続により取得した市外在住で管理が困難な譲渡人と、申請地周辺に居住し、

これまで申請地を既に耕作をしている譲受人との間で、売買の話がまとまったため、申請となり

ました。取得後は引き続き水稲耕作を行っていくことから、今回の農地取得に関して、耕作及び

管理については問題ありません。 
許可条件ですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号２番です。特に不許可の要件に該

当する項目はありません。 
以上のことから、竹林新さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可の

要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 只今、「議案第３３号」について、事務局の説明及び地区担当委員より説明がございましたが、

各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第３３号」については、農地法第3条第1項により、許可することに

ご異議ございませんか。 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第３３号」については、これを許可することに決しま

す。 

議長 次に、「議案第３４号」「農地法第５条の申請について」を議題といたします。１番について

事務局の説明を求めます。 

梶原主査 事務局の梶原です。よろしくお願いします。 
議案書２ページをお開きください。 
議案第３４号農地法第５条の申請について 
農地法第５条第１項により、下記のとおり許可申請があったので、これを許可することについ

て意見を求める。 
一般転用（賃借権の設定）になります。 
番号１番、申請人、土地所有者、杵築横城区、伊藤康弘、農業、６２歳。 
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転用者、杵築狩宿区、足立寛彦、農業、６９歳。 
申請の土地、大字狩宿字上地番３２４番７、地目、畑、地積１８９５㎡、合計１筆の１８９５

㎡。 
申請内容、農業用施設用地として。 
申請理由、申請地に農業用倉庫兼休憩場所、駐車場を整備して、農作業の利便性向上を図りた

い。 
こちらは第１種農地で追認案件です。 
以上です。 

議長 １番について、川﨑孝子農地委員より説明願います。 

川﨑委員 国道213号線を国東方面に向かい、山手に入って頂上付近です。以前みかん園の造成を行った

土地です。申請地は共用に整備した土地で、所有権が共有ですが、伊藤康弘氏が代表となってい

ます。足立氏は以前、造園業をしており、今はみかんの栽培を行っています。農業倉庫を建てて

いましたが、その前に砂利を敷いて造成を行っており、これから何か建てるのではないか？とい

う雰囲気でした。口約束で共有利用相手の片岡氏とやり取りをしていましたが、トラブルになり

かけていたので、元JA職員の宮川氏が仲介に入って正式に賃貸契約を結ぶこととなりました。足

立氏は６９歳ですが、高齢なので５年後にはもとに戻すという約束をとりつけているようです。

今は資材置き場のようになっており、ロープ等で立ち入れないようになっていますが、正式契約

を結ぶため問題ないと思います。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

梶原主査 土地所有者の伊藤さんは申請地周辺で柑橘類を栽培しており、転用者の足立さんも、申請地周

辺や国東市で柑橘類を栽培しています。 
今回の転用の目的は、自作の農地に近い申請地を農業用施設用地として利用することです。な

お、本件は追認案件です。 
追認案件となった理由につきましては、令和７年７月に、転用許可を得ることなく、農業用施

設用地として造成していたためです。 
申請地は当初、雑草木が生い茂った非農地状態であったことから、農地であるという認識が無

かったため、農地法の許可を得ないまま土地を整備し砕石を敷いて農業用倉庫を建てていたとこ

ろ、周辺の耕作者に指摘され、今回の申請となりました。このことにつきましては、転用者から

始末書が提出されています。 
まず、立地基準です。 
申請地は、概ね１０ha以上規模の一段の農地の区域内にある農地であることから「第１種農地」

と判断されます。「第１種農地」は原則転用許可することができませんが、例外的に許可するこ

とができます。申請地は例外の【申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産

物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設に供するもの】に該当し、転用許可ができる農

地になります。 
代替地の検討も行いましたが、自作の農地に近く利便性が高いこと、十分な面積が確保できる

ことから、この土地に決めたようです。 
また、この土地は農用地区域内農地ですが、使用目的の用途変更済みであることを確認してお

ります。 
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次に、一般基準です。 
申請地の北側は畑及び雑種地、東側、南側、西側は公衆用道路にそれぞれ接しており、隣接す

る農地の土地所有者は貸人の伊藤さんであるため、営農上の問題はありません。 
土地利用計画につきましては、申請地１筆１８９５㎡に、約１００㎡の畑地を残した他は駐車

場・椎茸榾木置場として砕石が既に敷かれて造成されており、約１２０㎡のほぼ完成間近の農業

用倉庫が建築されています。 
なお、農地法の許可が下りるまでは、工事を中断するよう転用者に申し入れを行っております。 
排水計画につきましては、これまで通り既設の排水路に接続予定であり、排水に関して各関係

機関・関係者とは協議済みです。 
資金計画につきましても、自己所有の廃材を使い、自ら施工を行うため、新たな費用は発生し

ません。 
最後に、今回の転用に関する土地の賃貸借契約について補足します。 
契約期間を５年間とし、申し出により更新可能としておりますが、契約終了時は、転用者は自

費で倉庫を解体し、土地を農地に復元して明け渡す旨が明確に記載されており、連帯保証人及び

立会人と共に、貸人・借人の記名押印された契約書の写しが添付されていることを申し添えます。 
以上のことから、立地基準及び一般基準ともに許可基準を満たしており、申請は許可相当と考

えられます。 
以上です。 

議長 只今、「議案第３４号」ついて、事務局の説明及び地区担当委員より説明がございましたが、

各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第３４号」については、農地法第５条第１項により、許可すること

にご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第３４号」については、これを許可することに決しま

す。 

議長 次に「議案第３５号」「非農地証明願いについて」を議題といたします。１番について、事務

局の説明を求めます。 

梶原主査 議案書３ページをお開きください。 
議案第３５号「非農地証明願いについて」農地に該当しない旨の証明願いが下記の者より提出

されたので、証明書を発行してよいか意見を求める。 
番号１番、申請者、杵築宗近区、花木正登、申請の土地、大字南杵築字定末、地番２０４５番

８、地目、畑、地積２６５㎡、合計１筆の２６５㎡。申請地の状況は宅地で、転用又は耕作放棄

された理由は、昭和４５年９月３０日付けで農地法第５条許可を受けて住宅を建築したが、地目

変更登記をしていなかったとのことです。 
以上です。 

議長 １番について、緒方幸茂農地委員より説明願います。 

緒方委員 宗近中学校の裏側の西にある土地です。申請者は過去に農地法の許可を受けて住宅を建築しま

したが、地目変更をしていなかったという案件です。現状はすでに宅地なので非農地として問題
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ないと思います。 

議長 1番について、藤松美潮農業委員よりご意見があればお願いします。 

藤松委員 住んでいない雰囲気があったので様子を見ましたが、玄関口を見ると花が飾ってありましたの

で、親族の人が来ているのかな？と思います。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１０月２０日に、緒方農地委員、藤松農業委員と確認しました。申請者は、昭和４５年

に売買により申請地を取得しています。ラミネートされてある「非農地証明書発行基準一覧表」

をご覧ください。申請地の現況は、証明書発行基準第２の２に該当します。また、この土地が農

用地区域外であることを確認しています。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、これまでどおり宅地として管理するとのことで

す。 
以上です。 

議長 次に、２番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号２番、申請者、杵築野辺区、杵築石油合資会社 代表社員衞藤竜一郎、申請の土地、大字

大内字塩浜、地番４５３５番１、地目、畑、地積１５００㎡、他１筆、合計２筆の３１５３㎡。

申請地の状況は雑種地で、転用又は耕作放棄された理由は、平成２０年３月２８日付けで農地法

第５条許可を受けて共同住宅用地として造成したが、地目変更登記をしていなかったとのことで

す。 
以上です。 

議長 ２番について、藤原洋三農業委員より説明願います。 

藤原委員 平成２０年にアパート用に転用許可をもらっていましたが、地目を変更していなかったようで

す。 
議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１０月１７日と２１日に、藤原農業委員と確認しました。申請者は、平成２０年に売買

により申請地を取得しています。転用許可後、工事残土で盛土し、宅地造成工事までは行いまし

たが、リーマンショックの影響で共同住宅は建設できなかったとのことです。申請地の現況は、

証明書発行基準第２の２に該当します。また、この土地が農用地区域外であることを確認してい

ます。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 

今後の予定についてですが、地目変更の後に、土地の有効活用のため売却する予定とのことで

す。 

以上です。 

議長 次に、３番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号３番、申請者、別府市、伊東小夜子、申請の土地、大字相原字ビハノクビ、地番４５３番
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３３、地目、畑、地積４７３㎡、他３筆、合計４筆の９８３３㎡。申請地の状況は山林で、転用

又は耕作放棄された理由は、平成２２年頃までは、義理の母がみかんを作っていたが、高齢にな

ったこと、農地としての管理も困難なことから、やむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ３番について、片岡正子農地委員より説明願います。 

片岡委員 平成２２年頃まで、小夜子さんのご主人の母親がみかんを栽培していましたが、高齢により管

理ができなくなり、雑木や竹に覆われてしまい農地としての再利用が困難な状態となりました。

申請地はご主人が亡くなられて、小夜子さんが相続した土地です。 

議長 ３番について、田坂圭司農業委員よりご意見があればお願いします。 

田坂委員 平成２２年ごろから荒れてしまっており、１５年ほど経過しているためやむを得ないかと思い

ます。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１０月２１日に片岡農地委員、２７日に田坂農業委員と確認しました。申請者は、令和

５年に夫からの相続により申請地を取得しています。申請地の現況は、証明書発行基準第２の４

に該当します。 
また、この土地は１月２０日付けで農用地区域からの除外申請予定であり、各関係機関・関係

者とは協議済みです 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、山林として管理するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、４番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号４番、申請者、別府市、本田壽德、申請の土地、大字広瀬字二ノ尾、地番３５６９番２、

地目、田、地積７９７㎡、合計１筆の７９７㎡。申請地の状況は山林で、転用又は耕作放棄され

た理由は、昭和６０年頃に、減反政策によって稲作を止めたこと、市外在住で農地の管理も困難

なことからやむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ４番について、加藤定一農地委員より説明願います。 

加藤委員 昭和６０年ごろまで水田をしておりましたが、減反政策にあわせて稲作をやめたようです。本

田氏が市外に在住しており、申請地は草木が生い茂ってしまい、農地としての利用は難しい状態

です。 

議長 ４番について、松田司農業委員よりご意見があればお願いします。 

松田委員 写真のとおり竹が茂っています。この先、ここを農地として利用するのは困難と思います。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１０月２０日に加藤農地委員、松田農業委員と確認しました。申請者は、昭和５２年に

父からの相続により申請地を取得しています。申請地の現況は、証明書発行基準第２の４に該当

します。 
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また、この土地は１月２０日付けで農用地区域からの除外申請予定であり、各関係機関・関係

者とは協議済みです 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、山林として管理するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、５番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号５番、申請者、兵庫県、井美勝順、申請の土地、大字下字乙房、地番１２８４番１、地目、

田、地積７７０㎡、他１筆、合計２筆の１０３７㎡。申請地の状況は原野で、転用又は耕作放棄

された理由は、平成２６年頃までは、近くに住む親戚がお米を作っていたが、高齢になったこと、

県外在住で管理も困難なことからやむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ５番について、永野恵農業委員よりご意見があればお願いします。 

永野委員 この土地は想像以上に荒れており、木が生えているような状態です。申請者は県外在住で管理

ができないようです。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１０月１７日に永野農業委員、２１日に宮本農地委員と確認しました。申請者は、昭和

５１年に相続により申請地を取得しています。申請地の現況は、証明書発行基準第２の４に該当

します。 
また、この土地が農用地区域外であることを確認しています。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、原野として管理するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、６番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号６番、申請者、福岡県、岳尾弘洋、申請の土地、大字立石字御屋敷、地番２４８９番、地

目、畑、地積４０３㎡、合計１筆の４０３㎡。申請地の状況は原野で、転用又は耕作放棄された

理由は、平成１５年に父からの相続により申請地を取得したが、相続時点から雑木・雑草が生い

茂っており、県外在住で管理も困難なことからやむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ６番について、永野恵農業委員よりご意見があればお願いします。 

永野委員 旧中学校跡地の裏にあたり、石垣の下側にあります。農地として活用できそうにない状態でし

た。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１０月１７日に永野農業委員、２１日に宮本農地委員と確認しました。申請者は、平成

１５年に父からの相続により申請地を取得しています。申請地の現況は、証明書発行基準第２の

４に該当します。 
また、この土地が農用地区域外であることを確認しています。 
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今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、周辺の空き家と併せて売却する予定とのことで

す。 
以上です。 

議長 次に、７番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号７番、申請者、山香貫井区、藤近幸憲、申請の土地、大字山浦字勢場、地番３８１１番２

０、地目、畑、地積２１４８㎡、他４筆、合計５筆の７１２６㎡。申請地の状況は原野で、転用

又は耕作放棄された理由は、平成１０年頃までは、養蚕のための桑畑として管理していたが、養

蚕農家が無くなったこと、高齢になり農地としての管理も困難になったことからやむなく耕作を

断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ７番について、豊田健二農地委員より説明願います。 

豊田委員 申請者は山浦の建設会社の人です。元の地権者が家を建てる予定で、お金を申請者から借りて

担保として申請者が譲り受けたようです。子供が建設会社の跡を継いでいるのですが、遊休化し

た土地を子供の代に残したくないため非農地にしたいとのことです。この付近は猪が多く出て大

変な場所です。このあたりは戦場跡地です。昭和３６年ごろまで桑畑でしたが、今は高齢化で借

り手がないようです。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１０月１６日に豊田農地委員と確認しました。申請者は、平成６年に売買により申請地

を取得しています。申請地の現況は、証明書発行基準第２の４に該当します。 
また、この土地は１月２０日付けで農用地区域からの除外申請予定であり、各関係機関・関係

者とは協議済みです 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、土地の有効活用のため売却する予定とのことで

す。 
以上です。 

議長 只今、「議案第３５号」について、事務局の説明及び地区担当委員による意見がございました

が、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第３５号」については、農地に該当しないため、非農地証明書を発

行することに、ご異議ございませんか。 
各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第３５号」については、非農地証明書を発行すること

に決します。 

議長 次に、「議案第３６号」「農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について」を議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 
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阿部主査 議案書５ページをご覧ください。 
「議案第３６号」「農用地利用集積等促進計画(案)」に対する意見について 
農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項に係る農用地利用集積等促進計画(案)に

ついて意見を求める。 
ア．利用権の設定（公社への貸付）です。公社への貸付ですので、借人はすべて公益社団法人

大分県農業農村振興公社となります。よって借人の説明は省略いたします。 
番号１番、申請人、貸人、長崎県、矢野正行、申請の土地、大字溝井字寺山、地番２０１７番、

地目、田、地積２，２５９㎡、合計１筆の２，２５９㎡です。番号２番、申請人、貸人、杵築大

片平区、宇都宮壽、申請の土地、大字溝井字寺山、地番２０１８番、地目、田、地積２，４１７

㎡、他１筆、合計２筆の２，７６７㎡です。番号３番、申請人、貸人、山香樋掛区、矢野正美、

申請の土地、大字野原字鹿鳴越、地番３ノ４６５７番１６１、地目、畑、地積９，１５１㎡、他

３筆、合計４筆の２６，３０５㎡です。今回の大分県農業農村振興公社への貸し付けは、番号１

番から３番の合計７筆、１１，８７３㎡。貸し手農家数３戸、借り手農家数１戸、利用権の設定

面積は、１１，８７３㎡です。 
続きまして、議案書６ページをお開きください。 
イ．利用権の設定（公社からの貸付）です。公社からの貸付ですので、貸人はすべて公益社団

法人大分県農業農村振興公社となります。よって貸人の説明を省略します 
番号４番、貸人、大分市、大分県農業農村振興公社 理事長岡本天津男、借人、杵築二ノ坂区、

阿南暢晃、3４歳、対象農地は、杵築市大字溝井、３筆５，０２６㎡です。５ページの番号１・

２番の土地となります。借人の阿南暢晃さんは認定農業者です。利用権の種類は賃借権で、設

定期間は５年再設定です。耕作作物はいちごとなっております。土地の詳細につきましては、

７ページの貸付調書に記載されていますので、各自でお読み取りください。 
番号５番、借人、山香西鹿鳴越区、河合翔吾、４２歳、対象農地は、杵築市山香町大字野原、

３筆、杵築市山香町大字日指、１筆、２６，３０５㎡で、５ページの番号３の土地となります。

借人の河合翔吾さんは、認定農業者です。利用権の種類は賃借権で、設定期間は１０年です。耕

作作物は牧草となっております。土地の詳細につきましては、８・９ページの貸付調書に記載さ

れていますので、各自でお読み取りください。 
今回の大分県農業農村振興公社からの貸し付けは、番号４番から５番の合計７筆、３１，３３

１㎡。貸し手農家数１戸、借り手農家数２戸、利用権の設定面積は、３１，３３１㎡です。 
以上です。 

議長 只今、「議案第３６号」について、事務局より説明がございましたが、各委員のご意見・ご質

疑はございませんか。 
各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第３６号」については、農地中間管理事業の推進に関する法律第１

８条第３項により、「意見なし」とすることにご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第３６号」については、「意見なし」として報告しま

す。 

議長 これで、本日提案されました議案の審議はすべて終了しましたが、「報告第７号」があります
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ので、事務局より報告願います。 

阿部主査 議案書１０ページをお開きください。 
報告第７号農地法第１８条第６項の規定による賃借権並びに使用貸借権の解約受理について

です。 
下記の土地について農地法第１８条第６項の規定による賃借権並びに使用貸借権の合意解約

が成立したので報告します。 
番号１番、申請人、貸人、日出町、客野兼蔵、借人、申請の土地、大字守江字守江平、地番２

２０６番１３、地目、畑、地積２１，１７２㎡、合計１筆の２１，１７２㎡です。理由は離農の

ためです。 
続きまして、番号２番と番号３番についてですが、関連がございますので併せてご報告します。

番号２番の借人、山香山浦北部（浦篠）区、緒方優、４６歳が公益社団法人大分県農業農村振興

公社を介し借り入れている土地、大字野原字竹松、１５５７番１、地目、田、地積３，２０５㎡、

１筆を番号３番の貸人、山香竜船区、船木光政、６９歳に返還し、賃貸借から使用貸借に変更を

するための合意解約です。 
続きまして、番号４番と番号５番についてですが、関連がございますので併せてご報告します。

番号４番の借人、宇留嶋雄蔵氏が公益社団法人大分県農業農村振興公社を介し借り入れている土

地、大字波多方字弁入、５３４６番、地目、田、地積２，０２４㎡、１筆を番号５番の貸人、松

野文枝氏に返還し、売買支援事業活用のための合意解約です。 
続きまして、番号６番の借人、新藤厚昌氏が、公益社団法人大分県農業農村振興公社を介し、

借り入れている土地、大字横城字唐木迫、地番７３７番３、地目、畑、地積、１，８０１㎡、理

由は新たに借人の変更を行うためです。 
以上です。 

議長 以上をもちまして、令和７年第８回杵築市農業委員会総会を閉会します。 

 （１４：２０終了） 


